
指定避難所の運営について
～避難生活計画書とは～

藤枝市危機管理センター

令和８年７月４日（土）



まず最初に
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自助

公助共助

自分や家族を守る

地域を自分たちで守る 行政機関の救助や支援

藤枝市の防災体制の基本を確認

３つが成り立っていることが重要

・家具家電の固定
・家の耐震化
・ガラス飛散防止
・感震ブレーカー設置
・必要な物資の準備 など

・有事に備えた配備体制
・防災訓練等の実施
・各種計画等の整備

など

・共助の体制づくり
自主防災組織など

・近所の助け合い
・地域の防災訓練
・避難行動の支援
・救出救助消火
・避難所運営など



日頃からの地震の備え

内閣府・気象庁「南海トラフ地震 －その時の備え－」
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自助あってこその共助



在宅避難の推奨
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避難生活の基本は『分散避難』



・「地震が起きたら、まず避難所へ！」は正しい？

・なぜ、避難生活計画書をつくるの？

・避難所ってどんなイメージ？

「避難所（指定避難所）」について考えよう
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まず 発災直後のある街の様子
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Ａ：自宅が耐震化されていて食料や水、トイレの備蓄が十分なため、自
宅で生活継続する

Ｂ：祖父母等のところへ縁故避難する
Ｃ：車中泊避難する
Ｄ：家屋が倒壊するなど行き場を失い、避難所へ行く など様々



避難所の様子
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①

②

①と②を比べて、
配慮されていることは
何でしょうか？
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避難生活計画書は「指定避難所」の運営のための計画



生活支障等 避難者

避難所への避難者
（藤枝市全体）

１日後 １週間後 １カ月後

避難者数 48,523 64,536 55,753

うち避難所避難者数 29,114 32,268 16,726

収容可能人数 40,873人

※ １日後 避難所避難者数６０％ → 阪神・淡路大震災データによる
※ １週間後５０％、１ヶ月後３０％ 避難所避難者数 → 阪神・淡路大震災データ
+ 被害の甚大性・広域性を考慮

（人）
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静岡県第４次地震被害想定



写真で見る被災状況（珠洲市最大震度６強 ２月16日）
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能登半島地震における避難所では…



避難所運営業務支援 ２月12日～19日
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 指定避難所の様子（2月18日現在）

〇場 所 穴水町立向洋小学校

〇避難者 中居・住吉・比良地区の住民２１名

（男性9名、女性12名）

〇その他 避難者の減少に伴い、2月 25日(日)に閉鎖

体育館が被災し、小学校１階に避難



・避難者の出入り受付、来訪者の管理

・医療関係者や警察など必要最小限の関係者以外

は立ち入り禁止としていた
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避難所運営業務支援 ２月12日～19日

・自宅避難者等が必要なものを受取に来る

・２月半ば（発災後1か月半時点）では物資

は潤沢にある印象

避難所受付の様子 支援物資の一部



・避難者の受付や物資の確認

・職員間の引継ぎ関係書類

・災害対策本部（穴水町役場）とのやりとり
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避難所運営業務支援 ２月12日～19日

・防災無線、入浴、医療機関、公的支援制度

ペット、ボランティア等の各種情報

避難所受付の様子 各種情報を掲示板に貼り出し



・段ボール間仕切り（騒音、におい、ほこり）

・キャンプグッズの活躍

・貴重品の管理は自己責任
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避難所運営業務支援 ２月12日～19日

・医師、歯科医師、看護師、保健師等

・感染症対策のため入室は最小限

・身元のわからない来訪者は基本的にお断り

生活スペース 医療関係者等による健康支援



発災直後は行政の対応が追いつかないため、地域住民であらか

じめ役割分担とルールを決めておき、避難所をスムーズに開設・

運営します。

☞『避難生活計画書』

指定避難所の運営基本：避難者が主体的に行う

→ みんなで決めたルールだから「守る」

指定避難所の運営は避難者が主体的に
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目的：大規模災害発生後に避難所利用者が円滑に避難所運営を行うために必

要な事項をまとめたもの

このマニュアルを参考に、地域の特性を踏まえた『避難生活計画書』の作成

避難所運営マニュアルについて
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～避難生活の手引き～
①在宅生活継続が基本
②多様な避難者がいて多様な避難生活がある
③避難生活には助け合いの「ネットワーク」が必要
④避難生活環境の改善が災害関連死の予防に繋がる！



当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的

負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律

（昭和48年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認めら

れたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当

該災害が原因で所在が不明なものは除く。）

その判定は、遺族からの申請に基づき、医師や弁護士などで構成される

審査会で判断

審査会は市で設置し判定を行う

『災害関連死』ってなに？
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災害弔慰金の支給対象



• 市内の指定避難所で作成済 … 学校などの公共施設

• 毎年「避難所運営委員会」を開催し内容を更新

• 地域防災訓練等で「避難所開設・運営訓練」を実施

地域防災指導員 → 運営班の一員になることも

地元の訓練に参加し、ぜひ一度計画書を確認してみてください

「避難生活計画書」
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